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港湾労働者不足等に伴う港湾荷役への影響

○ 最近、港湾労働者不足による港湾荷役作業の遅延の発生などが生じており、これに対応するため、作業時
間変更（土日の荷役の停止、ゲートのクローズ）等を行う港湾が出てきている。

門司(太刀浦)コンテナターミナル作業時間変更について

現在、太刀浦コンテナターミナルにおいては、港湾労働者不足に起因するショートギャングにより港湾荷役作業の遅延が発生

するなど、安定した港湾荷役サービスの提供が難しい状況となっており、お客様には大変ご迷惑をおかけしております。

（略）

これらのことから太刀浦コンテナターミナルでは、誠に勝手ながら下記のとおり ２０２６年２月より当分の間、本船荷役及び土

曜日のゲートオープンについて下記のとおり変更させていただきます。

① 太刀浦コンテナターミナルの日曜荷役を完休といたします。【２０２６年２月１日（日）から実施】

②太刀浦コンテナターミナルの土曜日のゲートを終日クローズいたします。ただし、生鮮品等の搬出入は事前予約により対応

いたします。【２０２６年２月７日（土）から実施】

○小樽港の状況 ＜出典：ノーススタートランスポート株式会社（小樽港コンテナターミナル運営会社） HP 2026年1月7日プレスリリースより抜粋＞

○門司港の状況 ＜出典：門司港コンテナターミナル貨物情報サービス HP 2025年12月１日プレスリリースより抜粋＞

小樽港 港町コンテナターミナル 営業時間変更について

（略）弊社では業務体制の見直しに伴い、下記の通りCY営業時間を変更させていただくこととなります。

変更日時 ２０２６年４月１日（水）より

【変更前】

平日 ８：３０～１６：３０

土曜日 ８：３０～１２：００

日曜・祝日 終日クローズ

【変更後】

平日 ８：３０～１６：３０

土曜日 終日クローズ

日曜・祝日 終日クローズ
→
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「港湾労働者不足対策等アクションプラン2025」の概要

○ 2020年度及び2021年度に実施した労働者の不足状況や経営状況に係る調査結果を受けて、「港湾労働者不足対策アク
ションプラン」を2022年７月に策定・公表し、同プランに基づく各施策を実施。

○ 今般、本年１月に実施した港湾運送事業における実態調査において、港湾労働者不足の常態化が予想されるなど、さ
らなる取組の強化が求められる結果であったことから、今後３年間程度を目安に取り組むべき施策を取りまとめた、
「港湾労働者不足対策等アクションプラン2025」を策定・公表。

２ 取引環境の改善

１ 港湾運送の魅力の発信等

・港湾運送の魅力を伝えるPR素材の充実を図るとともに、見学会・
職業紹介等のPR活動を、関係者が連携して実施。

・港湾運送業への退職自衛官の再就職を支援。

・荷主団体・船社団体に対して、適切な価格転嫁を要請。

・港湾運送事業の取引実態に関する調査を踏まえ、取引適正化のための
ガイドラインを策定。

・運賃料金の届出における審査方法の見直し及びより実効性のある監査
を実施するため、監査業務の運用の見直しを検討。

３ 安全性向上・労働環境の改善

・女性、高齢者等にも働きやすい労働環境整備の推進。

・荷役機械の遠隔操作化等につながる技術開発を行うとともに、
開発された技術の社会実装を推進。

・コンテナターミナルの一体利用の推進。

・安全対策や労働環境改善等の先進的な海外事例を調査。

港湾労働者不足対策等アクションプラン2025

十分収受できている
十分には収受できていない
収受できていない 58％

37％

5％

港湾労働者の不足状況

取引先からの運賃料金の収受状況

240者
199者

151者
109者
104者

作業環境（暑さや寒さ等）が厳しい

土日祝日勤務がある

賃金が不十分

業界のイメージが悪い

勤務時間が不規則である

採用が難しい理由(上位５項目)
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港湾運送事業における適正取引推進のためのガイドライン【概要】

日本の物流の要である港湾運送事業において、労働環境の厳しさや人口減少等により担い手不足が深刻化している。物価上
昇のみならず、労働環境の改善等のための適正な価格転嫁に向け、取引環境の改善が必要。

港湾運送事業の適正取引にあたっては、港湾運送事業法、取適法、独占禁止法等の遵守が必要。本ガイドラインは、海外の事
業者も含めた関係者に向け、これらの法令の遵守及び適正取引推進のための望ましい取引について整理する。

法令違反となりうる取引上の問題点 望ましい取引形態

運賃・料金の設定、運賃・料金の適切な協議

原価計算を提示したが一方的に低い運賃・料金を設定される。
運賃・料金の見直し協議を求めても運送委託者が応じない。
従量制運賃・料金において、運送委託者から追加作業員の
要請があった場合の料金設定につき、協議に応じて貰えない。
運賃・料金の減額

運送委託者の業績悪化や協力金の名目等を理由に運賃・
料金の減額を要請される。
運送内容の変更
船舶の遅延時、待機料金が支払われない。
運送に係る附帯業務の提供
船内やＣＹ内におけるコンテナ移動等の附帯作業に対し、
対価が支払われない。

ＣＹにおいて運送委託者が一方的に決めた長期の期間で無償
で貨物を保管させられる。

所定外労働時間の改善
半夜や土日祝日等における割増料金の契約設定について
協議に応じてもらえない。

運送委託者と運送受託者は、双方の事業環境や経済状況等
について定期的に情報共有や意見交換を行う。

運送受託者は運送原価だけでなく必要な指標・データ等を
活用し、価格転嫁の協議を行い、運送委託者は真摯に応じ、
価格転嫁の受入れを検討する。

一方的な値引き要請に対しては根拠の提示を求め、原価を
下回る運賃には応じず、粘り強く交渉をする。

運送依頼のキャンセルや変更の費用請求について契約書等
に明記する。

業務や責任の範囲を契約書に詳細に記載、記載のない作業
のため「その他附帯業務」規定を設け実費請求を可能とする。

船社に適正な無償期間の設定と必要な費用負担を求め、荷主
はＣＹは自社貨物の保管施設ではないことを認識する。

運送委託者は所定外労働に対する割増料金を適正に支払う
必要があり、契約書等に明記する。 等

第１章 港湾運送事業における適正取引推進の必要性

第２章 適正取引に関係する法令について

第３章 取引上の問題点と望ましい取引形態
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港湾運送事業における適正取引推進のためのガイドライン【概要】

（１）港湾運送における労務費等の上昇や人手不足等の事業環境についても十分に理解し、港湾運送事業者から運賃・料金
に関する協議の申出があった場合は真摯に応じ、十分な協議を踏まえて適正な運賃・料金を決定する。特に運送委託を行
う船社においては、港湾運送の費用を可視化したうえで、荷主等に対して適切な価格転嫁を行うように努める。

（２）協議を行うにあたっては、検討に必要な情報を運送受託者に示すとともに、回答に時間がかかる場合には回答予定時期
を示すなど、協議の円滑な実施に努め、また、所定外日時の荷役に係る割増料金や貨物の波動性に対応した料金設定、
運送依頼のキャンセルや変更時の費用負担関係を契約書等に明記する。

（３）運送作業以外の附帯業務に係る運送受託者の負担を認識し、適切な費用負担を行う。例えば、コンテナヤード内にコン
テナを一時蔵置する場合、コンテナヤード全体の円滑な運用のため、保管費用の負担や適切な蔵置期間の設定を行う。

（４）労働環境改善のため、船舶の遅延や作業時間の変更等が発生する場合には速やかに連絡を行う。労働者の確保が困
難な時間帯の作業が発生する場合には、運送受託者と協議のうえ、作業時間の調整等の対応を図る。

１、作業範囲（基本料金の適用される範囲） ２、割増料金（半夜・深夜、土日祝日等） ３、待機料金（荷役待機の間の料金）
４、最低料金（少量貨物時、キャンセル時の料金） ５、その他（契約書等にない事項の協議）

契約書等において明記することが望ましい特記事項

船社・荷主における具体的な取組例

第４章 取引適正化の実現に向けた具体的な取組

（１）運賃・料金協議においては、適正な原価計算に基づくことを原則とし、各種割増料金等も契約書等に明記できるよう協議
を行う。また、人手不足等の港湾運送業界の課題について運送委託者と日頃から情報共有を図るように努める。

（２）必要なサービスの提供を維持するため、港湾運送の魅力の発信や向上に向けた取組等を行い、雇用の確保に努めると
ともに、労働環境の改善及び生産性の向上を図るための自動化・遠隔化された荷役機械の導入等にも取り組む。

（３）港湾運送業界団体は、業界内における商慣習の見直し、船社・荷主との関係も含めた適正取引の推進や生産性・付加
価値向上を図るため、自主行動計画を速やかに策定する。

港湾運送業界における具体的な取組例
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